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本研究ノートの目的は，劇場・音楽堂における地域住民の参加に関する研究について，社会教育学を

中心とした先行研究のレビューを行い，その課題について考察することである。劇場・音楽堂において，

地域住民の参加を対象とした研究は大まかに区別して，第一に，施設開館までの整備過程への参加，第

二に，施設開館後の運営，事業や芸術文化活動への参加という形で論じられてきた構造を持つ。レビュ

ーからは，劇場・音楽堂が，社会教育施設の一つととらえられてきたとはいえないこと，また，それぞ

れの事業に関して，その方法や効果を検討する研究がある一方で，これに参加する地域住民には焦点が

当てられていないことが明らかになった。今後，それぞれの場面における住民の参加を，住民自身の学

習ととらえて研究を進める必要がある。 
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1 はじめに 

 戦前の公会堂の形態をそのルーツとする社会

教育施設である劇場・音楽堂は，1960 年代以降

「文化会館」として全国的に整備が進められた1。

1980 年代から 90 年代にかけては，自治体の文化

行政が活発化していく中で，地域文化創造の拠点

となることを期待される施設として，専門的なホ

ールを持つ形態の施設建設が進んだ。しかし，こ

の時期に整備された劇場・音楽堂の多くは，稼働

率の低さや，「貸し館」としての性格が強く施設

特有の自主事業が低調であること，運営や管理体

制などホール内面の整備が進んでいないことな

どの問題が指摘され，「ハコモノ」としての批判

がなされた。また，“海外や東京でつくられた芸

術文化を紹介することにとどまりがちで，地域の

芸術文化を創造し広めるという役割は，きわめて

弱かった”2と論じられるように，劇場・音楽堂

が地域文化創造の拠点となりえていないことに

ついても指摘されてきた。 
 以上のような背景から，1990 年代後半以降，

劇場・音楽堂の“真に地域文化の拠点となるよう

な施設づくり”3が各地域で模索されている。劇

場・音楽堂の運営や事業展開の過程に地域住民が

積極的に参加をし，市民団体が施設運営を担う事

例や，住民の参加による演劇の企画など，住民を

主体とした文化事業づくりを行う事例が増加し

ている。さらに，多様化が進む地域住民の意識と
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参加意欲の高まり，および自治体財政のひっ迫と

分権改革の実施を背景として，劇場・音楽堂整備

の過程に住民参加の制度が設けられる事例もみ

られている4。施設の老朽化や自治体合併に伴い，

公共施設の改修や再編が行われている中で，地域

住民の担う役割は，住民自身の文化活動のみなら

ず，施設整備の面においても大きくなってきてい

るといえる。 
 このように，劇場・音楽堂では，施設整備や事

業など様々な場面において，地域住民の参加が見

られるようになっている。それでは，社会教育学

研究やその他の領域において，地域住民の参加は

どのような場面で，どのようにとらえられてきた

のだろうか。 
 本研究ノートの目的は，劇場・音楽堂における

地域住民の参加に関する研究に関して，社会教育

学，生涯学習論を中心とした先行研究のレビュー

を通してその構造を把握し，課題について考察す

ることである。 
 劇場・音楽堂の定義と目的は，劇場法に“文化

芸術に関する活動を行うための施設及びその施

設の運営に係る人的体制により構成されるもの

のうち，その有する創意と知見をもって実演芸術

の公演を企画し，又は行うこと等により，これを

一般公衆に鑑賞させることを目的とするもの（第

二条）”5と規定されている。実演を伴う文化芸術

のための施設であり，作品だけでなく，演じたり

鑑賞したりする人がいることによって成り立つ

施設であるといえる。このため，文化芸術の拠点

となる劇場・音楽堂を論じるとき，施設を取り巻

く人の様々な「参加」について，整理を行う必要

があると考える。 
 本稿の第 2 章では，公共施設整備の過程に関す

る研究に着目し，その中で特に劇場・音楽堂に関

するものの位置付けを明らかにする。第3章では，

施設開館後の運営や事業の場面でみられる地域

住民の参加について検討を行う。第 4 章では，第

2 章，第 3 章で得られた内容をまとめ，課題につ

いて整理する。 
 なお本研究ノートでは，「公共ホール」や「文

化会館」「文化施設」等の呼称について，劇場法

において用いられている「劇場・音楽堂」を用い

ることとする。 
 

2 施設整備過程への参加 

 劇場・音楽堂に関する先行研究の蓄積は，文化

行政学・文化経済学・都市計画論など，社会教育

学以外の分野を専門とする研究者によってこれ

まで進められてきたとされ，社会教育の視点から

のアプローチは，歴史的・理論的な検討が端緒に

ついたばかりとされている6。 
 このうち，地域住民が，劇場・音楽堂における

何らかの活動に参加することを対象とした研究

は大まかに，第一に，施設開館までの整備過程へ

の参加，第二に，施設開館後の運営，事業や芸術

文化活動への参加として論じられてきたといえ

る。 
 本章では，まず施設整備過程への住民の参加に

ついて検討する。劇場・音楽堂を対象とした研究

の構造を明らかにするため，他の社会教育施設，

公共施設に関する研究も視野に入れながら整理

を行う。 
  
2.1 施設づくり運動 

 社会教育施設整備への，住民の参加に関する研

究が見られはじめるのは，1960 年代から 70 年代

にかけてであった。制度によって定められた形態

ではなく，行政に対する要求を持つ運動の形態を

とった住民の参加があり，これに着目した社会教

育研究が多くみられた。 
 住民運動の背景について松原治郎は，1960 年

代以降の地方自治において，「地域開発に伴う行

政の系列化」と「縦割り行政による弊害」という

課題が現れたこと，また行政の広域化が無批判に

進行したことを挙げている。“陽の当る派手な産

業開発型の公共投資に力点が置かれ，いわゆる社

会開発，とくに社会福祉，住宅，教育など住民生

活を守り高める行政投資が遅れるという地方自

治行政の跛行化を招いた”7ことへの抵抗から，

各地で住民運動が生み出されていったとされて

いる。 
 例えば，沼津・三島・清水の石油コンビナート

建設反対運動，「辻堂南部の環境を守る会」の運

動に代表されるような運動から，数多くの運動報

告や，運動参加者の手記等が公にされるようにな

った8。このような運動の記録の中に，参加者の

意識変容や自己学習過程としての意義を見出し

たことから，住民運動が社会教育学研究において
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論じられるようになった。 
 また，この時期の住民運動の代表的な形態とし

てあったのが，社会教育施設の設置を要求する運

動であった。各地で公民館，あるいは図書館の設

置を求める運動が起きた9。 
 このような施設づくり運動への住民の参加に

ついて小林文人は，行政や財政の観点からの社会

教育施設「合理化」政策と対比させながら，施設

づくりの住民運動について“施設を求め計画をつ

くる主体が，文字通り権利主体としての住民その

ものである”10点に着目している。そのうえで，

“運動としての計画論をどのようにして政策と

しての計画論に交錯させていくか”11が課題であ

るとしている。ここで小林は，施設づくり運動に

よる計画論を，政策としての計画論の対極にある

ものととらえている。また島田修一は，施設づく

り運動が学習の組織化という性格を持つことを

指摘している。公民館は運営審議会によって住民

の意思に基づいた活動が行われることを原則と

していることを踏まえて，“住民のあいだの自主

的な学習・文化活動の発展は，その公的な保障を

求めて”12公民館建設運動が組織されると述べて

いる。上記のような研究は，住民を権利主体とと

らえ，教育に関する権利の保障を求める運動とし

て住民の参加，施設づくり運動を位置付けている

といえる。 
 また鐘ヶ江晴彦は“その過程で住民が社会教育

の意味や課題，社会教育施設の機能と役割，さら

には地域社会のあるべき姿や行政のあり方につ

いての自己学習・相互学習を必然的にともなう”
13こと，この学習によって地域住民が自立した市

民としての資質と力量を形成していくことを指

摘している。鐘ヶ江は施設づくりへの住民参加を，

“社会教育とコミュニティ形成とを有機的に結

びつけ，新たな市民の形成と新たな地域づくりと

を同時に進めて行く も有効な方策の一つ”であ

るとして，その参加のレベルを①施設建設への住

民参加，②施設の管理運営への住民参加，③施設

の建設から管理運営に至る全過程への住民参加

と区分した。 
 以上のように，1960 年代から 70 年代にかけて

の社会教育学研究では，施設づくり運動において

みられた住民の参加に焦点を当て，国民の教育の

権利に基づいた運動としての参加，またはコミュ

ニティの形成という観点から評価する議論が見

られた。しかし，これらの「社会教育施設づくり」

研究の対象はほとんどが公民館や図書館であっ

た。ここからは，当時の社会教育学研究が想定し

ていた「社会教育施設」は主に公民館や図書館だ

ったのではないかと考えられる。これらの施設の

中にはホールの機能を有するものがあったもの

の，芸術文化活動を主として行う劇場・音楽堂へ

の着目はほとんどなされてこなかったといって

よいだろう。 
 
2.2 住民参加制度による施設整備 

 劇場・音楽堂の整備は，1980 年代から 90 年代

にかけてピークを迎えた。その後施設建設が一段

落していくにつれ，政策の重点も施設建設から運

営論へと移っていった。劇場施設に関する研究は

これに対応する形で，施設整備だけでなく運営の

充実を求める議論が起こることとなった。この中

では，先述した「ハコモノ」などとしての批判の

中からも，地域住民への着目が見られた。 
 劇場・音楽堂の大半が「貸し館」中心の事業を

行っている14なかで，多くの上演演目に対応する

ため，すなわち多目的に用いられるために設計さ

れた構造の施設が多く，このことが結局は公演の

質の面で中途半端になってしまうという「多目的

は無目的」批判がなされていた。森啓は，施設が

多目的に整備されていった理由について“行政側

にしっかりした考え方がないからである。人材が

いないからである。市民参加で基本構想づくりに

しっかりと取り組んだところは多目的会館にな

っていない”15と述べ，続けて「市民参加によっ

て基本構想を作る」ことが，施設の多目的化を避

ける手段であると論じている。施設の性格を定め

る際の具体的手段として住民の存在が挙げられ

たことは注目すべき点である。 
 さらに 1990 年代後半からは，住民参加制度を

導入し，ワークショップなどの形態をとりながら

劇場・音楽堂の施設計画を定める事例が見られる

ようになった。 
 制度としての住民参加の背景には，前節で述べ

たような住民運動の成果が，公共施設という物理

的な環境を見直す形へと発展していったことに

加えて，1960 年代から 70 年代にかけて全国的に

革新首長が誕生したことがあるとされている16。

住民の行政過程への参加が，代表制民主主義の機

能低下に対して補完的な役割を果たし，またはそ

れに代替しうるものとしてとらえられた17。住民
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参加の制度を必要とする領域については，佐藤竺

の住民参加論18を参照しながら，藤井誠一郎が①

自治体の基本構想ないし長期計画の策定，②都市

改造，都市計画的事業，③長期計画の具体化段階

における特定プロジェクト，④市民生活の一部を

形成する特定の事務事業執行過程，⑤行政側に独

占されてきた情報への参加，という 5 領域に集約

している19。 
 自治体の都市計画，生涯学習計画などへの導入

に続く形で，公共施設整備に対しても，住民参加

制度が導入された。これらの計画策定段階への住

民参加研究は，主に建築学や都市計画論の領域で

なされてきた。公共施設については劇場・音楽堂

だけでなく，公園や自治体庁舎，学校校舎のほか，

公民館や図書館といった劇場施設以外の社会教

育施設でも制度が導入され，それぞれに事例研究

が蓄積されてきている。これらの先行研究は，ワ

ークショップの手法を取り入れている事例に着

目していることが多く，その過程の中で行われた

議論の内容を分析するという方法で行われてい

る。この分析を通して，検討の主体となった組織

が周辺の組織・団体とどのような関係にあったの

か，また策定過程に参加した住民に，検討を通じ

てどのような意識の変容が見られたかを考察し

ている事例研究がほとんどである。また，具体的

な検討項目や実際の設計案などとの関連から，こ

の検討過程における課題について考察されてい

る。 
 このうち公民館に関しては，益川浩一による事

例研究20が挙げられる。益川は地域住民を巻き込

んだ公民館施設の計画過程は，施設設備の有効利

用の点でも重要度が高いにも関わらず，これまで

看過されてきたことを指摘している。益川が取り

上げた愛知県犬山市の事例の取り組みの意義と

して，①公民館施設のデザインを，施設管理・運

営の課題として位置づけられる可能性を示した

こと，②工事開始後も地域住民を中心として施設

の管理・運営体制や活用計画に関して議論が継続

され，完成後も住民による自主的な運営が実現で

きている点，③施設の建設過程およびその後の管

理・運営において，地域住民の参加を徹底的に保

障できる仕組みを作り上げることができた点，の

3 点を挙げている。このうち①については，地域

住民の学習活動・コミュニティ活動を見直し再発

見する契機となり，地域住民の要求に見合った環

境整備の実践となっていることが述べられ，施設

づくりが日常の地域住民の学習活動・コミュニテ

ィ活動を踏まえてなされていることが示されて

いる。益川による事例研究は，建築学領域からの

研究が多い中で，具体的な公民館の施設整備過程

における住民参加を社会教育学の立場からとら

えている点で特徴があるといえる。 
 図書館でも公民館と同様に，社会教育学領域か

らの施設づくりとの関連で住民参加が論じられ

ている。森耕一は，図書館における住民参加の取

り組みは①市民運動と交渉②制度的参加に分け

ることができるとし，その成り立ち等について総

論的に述べている21。また，図書館建設時の住民

参加による検討の事例として福島宏子による東

京都練馬区立図書館の事例研究22がある。 
 劇場・音楽堂の計画過程でみられる住民参加研

究は，まず劇場施設計画時の住民参加制度の導入

について，調査が行われている23。このうち財団

法人地域創造は，1980 年代以降に計画が始めら

れ，1990 年代半ばに完成した 127 の劇場施設の

うち，12.6%にあたる 16 の施設において，市民

研究会やワークショップといった住民参加の手

法を取り入れていることを報告している24。劇場

施設の計画過程においてごく初期段階での調査

であり，制度の導入施設数はこの後増加している

と考えられる。 
 具体的な事例研究として，清水裕之や大月淳ら

による，岐阜県可児市文化創造センター（2002
年開館）に関する一連の事例研究が挙げられる。

研究者の多くが可児市庁舎内の検討委員会事務

局や，住民参加組織と行政組織の両方に対して調

整や支援を行う「専門委員」として検討過程に直

接参加をしたうえで研究を行っている。施設の基

本構想策定段階における「懇話会」や，基本設計

段階における「市民活動研究会」が住民参加の過

程として取り入れられ，一連の研究ではこれらの

検討組織に着目し，活動経過の把握，検討過程で

出された市民の意見内容の分析などが行われて

いる。一連の研究の蓄積からは，参加した住民そ

れぞれの興味や参加動機の違いが大きい場合，意

見の相違を克服する際に障害となったこと25，ワ

ークショップの経過の中で，“前半では感覚的，

受け身的な意見が多くみられ，後半では積極的な

提案型意見が目立ち，自律的な態度が醸成される

という意識変容”26が明らかになったとしている。

また，住民と行政の両方にアドバイスを送ること

のできる人材として，専門委員の存在の重要性に
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ついても指摘されている。 
 ここまでの整理を通して得られる示唆として

は，以下の点が挙げられる。第一に，公園づくり

のワークショップなどにおいて，検討過程に参加

した住民の間に施設への愛着が生まれ，施設完成

後の管理運営にも参加するようになった事例が

多くみられたことである。この点は，制度を設け

たことによる効果の一つと位置付けられている。

第二に，住民の合意形成の力には限界があり，専

門家などによるアドバイスや調整がこれを助け，

検討過程を円滑に進めることが可能となったこ

とである。 
 一方で，これらの住民参加研究の整理を通して

得られる課題として，以下の点が挙げられる。第

一に，住民参加の制度としてのデザインが確立し

ていないという課題である。世古一穂は，どのよ

うに住民の参加を進めるかという具体的な方法

論がないまま，「参加」の実施自体を目的化して

しまい，“「ワークショップ」などの参加のプログ

ラムの実践に走ってしまう傾向”27があることを

指摘している。また田村悦一は，住民参加のあり

方に関する一般論やその法的整備のための方法

論について確立されていないことを指摘してい

る28。住民参加の制度が詳細に定められていない

と，住民が意思決定者としてどれほどの裁量を有

しているかが個々の過程によってまちまちにな

る。このことは，検討過程に参加する住民にとっ

て，自身の立場が明確にならないこととなる。ど

の部分まで意見を述べてよいのか，住民の意思決

定が保障される範囲と制限される範囲がはっき

りしないことが，検討過程で合意形成を図る上で

は阻害要因となってしまう。 
 第二に，上記に関連して，住民参加が形式的な

ものにとどまることへの懸念である。住民参加の

法制度やデザインは具体的に確立しておらず，そ

のために参加が形式的にとどまってしまうと，参

加制度が求められる背景となった住民への情報

公開，説明責任が果たされないこととなる。 
 第三に，施設整備の過程における住民参加研究

の蓄積に差があることである。施設計画の過程に

は，表 1 のように，施設の基本理念や構想を定め

る「構想」段階と，特に設計や建設に関しての計

画を行う「建設計画」の過程，開館後の運営や組

織体制について定める「運営計画」の検討過程の

3 段階があり30，このうち「建設計画」と「運営

計画」の検討過程において，住民参加の事例が見

られている。ここでは，「建設計画」の過程につ

いては研究の蓄積がある一方で，「運営計画」を

定める過程での住民参加研究は，劇場・音楽堂の

みならず，公共施設全体でみても少ないという課

題がある。この点では，「運営計画」の検討過程

に着目した住民参加の事例研究が積み重ねられ

ていく必要があるといえる。 
 

3 施設運営，事業への参加 

 劇場・音楽堂でみられる地域住民の参加に関す

る近年の研究は，上記のような施設開館までの整

備過程における研究のほかに，施設の教育的機能

に着目したものとして，施設の運営を市民団体や

NPO などが担っている事例に着目した研究，ア

表 1：劇場・音楽堂における計画策定の過程29 

基礎調査，基本理念や基本骨子
基本構想・基本計画の設定

竣工，開館

施設計画

構想

運営計画，事業計画の策定と具体化

開館後の運営へ

建設計画

設置の目的や異議
事業の基本構成や内容
予算計画等

設計者の選定
基本設計，実施設計

施設構成の最終決定
音響や舞台機構，照明等の設備設計

施設の管理，運営方法
運営，組織体制
事業実施計画
運営規約の決定
企画内容の決定

運営計画

建設工事
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ウトリーチや人材育成など個別の事業に関する

研究がなされてきている。本章では，これらの施

設開館後に行われる活動を対象とした研究につ

いて検討する。 
 

3.1 住民による施設の管理運営 

 2003 年に指定管理者制度が導入されたことに

伴って，それまでの設置自治体による直営，もし

くは財団による運営に加えて，指定管理者として

民間事業者，NPO 法人なども施設の運営主体と

なることが可能になった31。劇場・音楽堂運営の

主体について古賀弥生は，当時の潮流が「官から

民へ」であることは間違いないとしながらも，運

営主体選択の際には，地域の文化団体や NPO，

教育機関との関係を構築し，そのネットワークの

中でそれぞれが持ち合わせているメリットを出

し合い，発展させていく必要があることを指摘し

ている32。研究では，指定管理者として NPO な

どの市民組織による施設の運営事例を取り上げ

た報告33が見られるようになった。それぞれの報

告や事例研究は，文化施設として劇場・音楽堂が

持つ公共的な価値が，地域に浸透していく過程で

あると受け止められている34。 
 

3.2 事業 

 劇場・音楽堂が行っている事業には様々なもの

がある。このうち，地域住民が参加し，研究が重

ねられている事業には，アウトリーチの事業と，

アートマネジメントなどを行うことのできる人

材を育成する事業が挙げられる。これらは施設の

持つ教育機能に着目した事業である。本節では，

この2事業への参加に関する研究について整理す

る。 
 

3.2.1 アウトリーチ事業 

 日ごろ文化・芸術に触れることの少ない住民に

対して文化・芸術を体験できる機会を提供する事

業35として 1990 年代後半から定着してきたアウ

トリーチ事業は，劇場・音楽堂の事業として，実

演芸術家を学校や福祉施設などに派遣し，ワーク

ショップなどを行うものである。吉本光宏は，も

ともと演劇や音楽に関心のある住民だけではな

く，より多くのあらゆる住民が事業の対象となり

うる点で，アウトリーチ事業は従来の事業とは異

なっており，施設の受益者の範囲を拡大できると

評価している36。 
 アウトリーチ事業に関する研究では，これに参

加した実演芸術家の立場から，実演芸術家自身と，

事業を行った劇場施設・団体にとっての意義や効

果に関して考察している研究が見られる37。しか

し，アウトリーチ事業の参加者としての地域住民

は，アンケート調査の対象とされている一方で，

その住民自身にとっての意義などについてはあ

まり触れられていない。しかし小林真理は，アウ

トリーチ事業の持つ戦略や参加者にもたらされ

る効果について，“社会教育学の世界でも，すで

に議論されてきたことだと思うのである”と指摘

する38。ここで小林が取り上げているアウトリー

チ事業の効果としては，「教育や福祉における固

定概念や既存施策の枠組み，人々の見方や価値観

の変化」や「感動を他者と分かち合える学習機会

の提供」，「非日常性や違いを個性や豊かさとして

認め合う社会の実現」といった内容が挙げられて

いる。 
 これを社会教育学の分野においてとらえ返し

たとき，あてはまるのは北田耕也，畑潤，佐藤一

子らによってなされてきた，表現活動や芸術文化

活動をめぐる社会教育学研究であると考えられ

る。畑潤は，文化活動，表現活動と社会教育学研

究との関連について，北田耕也らによる「大衆文

化に対する抵抗」としての民衆文化，文化活動の

主体の創造や，「文化の時代」認識への対抗軸と

して佐藤一子らにより「文化協同」が論じられて

きたことについて整理を行っている39。これまで

の社会教育研究における文化への視角について

は，新藤浩伸によって“市民の文化の自律性をい

かにうちたてていくか，という課題意識に貫かれ，

市民の文化活動を丹念に分析する蓄積がなされ

ている”と述べられている40。 
 以上のように，社会教育学研究が，表現活動や

芸術文化活動の実践を通した住民の主体形成に

ついて論じてきたことに照らすと，アウトリーチ

事業の効果として挙げられる「人々の見方や価値

観が変化すること」を，参加者の学習ととらえる

ことができるのではないだろうか。学習活動とと

らえることで，現在まで論じられていない，参加

者にとっての事業の効果を検証できると考えら

れる。この点について，改めて検討していく必要

があるといえる。 
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3.2.2 人材育成事業 

 劇場・音楽堂はもともと，職員の人事異動が多

いといった理由から，専門的な力量を持つ職員が

長期にわたって同じ施設にとどまることが少な

かったため，人材確保の基盤が弱いという問題が

あった。さらに 1990 年代以降，専門性の高い施

設の建設が進んだこともあり，「アートプロデュ

ーサー」などと呼ばれる劇場の専門職が急速に求

められるようになった。研修会やセミナーの開催，

文化庁による専門家の派遣事業などが行われて

いるが，そこでは施設職員のみならず，地域住民

も対象とした人材の育成が重視されている。 
 劇場施設でみられるこうした人材育成のプロ

グラムに関する研究は，文化経済学の領域におい

て主に論じられている。新藤浩伸はこれらを概観

し整理しているが，「人材育成」研究の範囲とし

ては“実態としては，実践の担い手である人々の

何らかの変化や触発，成長を伴っている”研究が

も多いとしている41。特に「市民（個人・集団・

団体）」を育成の主体・対象とした事例研究が見

られているとされている。文化経済学分野におけ

る「人材育成」研究においては，「教育」概念と

の親和性の高さが述べられているが，この親和性

の高さゆえに，テーマとして論じにくくなってい

ることが課題として指摘されている42。その背景

として，梅棹忠夫の「教育=チャージ」「文化=デ
ィスチャージ」論や松下圭一の社会教育終焉論の

展開から，自治体においては教育と文化の所管を

分離する方向性に拍車がかかり43，教育の論理を

忌避してきた歴史的経緯が挙げられている。また，

これに関連して，人材育成ということが何か問わ

れぬまま，実態の研究がされ，政策用語となって

いる側面も指摘されている。「サービス」として

の人材育成が注目され，施設の設置当初の目的や

活動する人々の存在がおろそかにされてしまう

という本末転倒も起きうると指摘がされている44。 
 この点においては，文化行政における「教育」

プログラムとして，人材育成事業がとらえ返され

る必要があるのではないかと考えられる。 
 以上，劇場・音楽堂開館後の事業や施設運営の

場面において，地域住民が参加する場合に焦点を

当てた研究を概観したが，これらに通じていえる

ことは，その事業の効果や方法論に関するもの，

また事業を行う施設や実演家の立場に着目して

いる研究が多く，一方で，参加した住民，さらに

言えば住民の学習活動の実態について言及して

いる研究はあまり多くないということである。そ

れぞれについて，人々の参加を学習の活動として

とらえて検討していく必要があると考えられる。 
 

4 おわりに 

 これまでの社会教育学や生涯学習論を中心と

した議論を振り返ると，劇場・音楽堂において地

域住民の参加を対象とした研究は，①施設開館ま

での整備の過程，②開館後の事業や運営，という

二つの場面に大別され，それぞれ論じられてきた

構造を持つ。 
 このうち前者の，施設整備過程における参加研

究では，住民の社会教育施設要求運動と関連して

社会教育学領域での研究が見られたが，その時想

定されていた「社会教育施設」は主に公民館や図

書館であり，実演芸術を扱う劇場のような施設は，

特に住民の参加に関する研究において，社会教育

施設ととらえられていなかったのではないだろ

うか。研究や実践の場において，「文化会館」な

どと呼ばれた劇場・音楽堂が，社会教育施設とし

てどのようにとらえられていたか，あるいはとら

えられていなかったのか。教育行政・文化政策と

の関連も踏まえながら，改めて検討する必要があ

るだろう。 
 また，住民参加制度とかかわって見られた事例

研究では，参加のデザインが確立していないこと

が共通する課題としてあったことのほか，施設の

開館までに，その後の運営体制などを定める「運

営計画」の過程に着目した研究の蓄積が不十分で

あった。この過程の事例研究の積み重ねは今後の

課題であるといえる。 
 後者については，事業の効果や方法に関する研

究がある一方，参加者としての住民に言及するも

のは多くみられていない。しかし，第 3 章で取り

上げたように，これまでの社会教育研究が表現・

文化活動の実践を通した住民の主体形成につい

て議論してきたことと照らし合わせると，「感動

を他者と分かち合える学習機会の提供」や「人々

の，文化や芸術に対する見方や価値観の変化」な

どと挙げられている事業の効果は，参加した住民

の学習活動と考えることができるのではないだ

ろうか。事業の場面に限って言えば，現在まで論
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じられていない，参加者にとっての事業の効果を

検証できるだろう。また，その他の場面において

も，「参加」を住民自身の「学習」ととらえた研

究を今後進めて行くことで，住民の学習施設とし

ての劇場・音楽堂の位置付けも明らかにすること

ができるのではないだろうか。この点についても，

今後の課題として引き続き検討していくことと

したい。 
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Structure and Issues in Studies of Participation in Theaters and 

Concert Halls 

Akihiro HORIMOTO† 

†Graduate School of Education, the University of Tokyo 

The purpose of this paper is to review previous studies of participation of community residents in theaters 

and concert halls and to examine related issues. In theaters and concert halls, participation of community residents 

has been discussed as the participation in the development process before theaters and concert halls are built, or 

the participation in cultural activities and in management after theaters and concert halls are opened. The result of 

this review suggests that theaters and concert halls have not been regarded as a part of social education facilities, 

and that previous studies have not focused on the community residents who are the participants. There is a need 

for research which regards this participation as community residents’ own learning.     
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